
 

  平成２９年４月１２日 

福 祉 保 健 局 

 

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 

違反業者に対する行政処分（業務停止）について 
 

 本日、都は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（以

下、「法」という。）第７５条第 1項の規定に基づき、卸売販売業者である「株式会社

エール薬品」及び「大興薬品株式会社」の２社に対し、下記のとおり業務停止を命じま

したので、お知らせします。 

 

記 

 

１ 被処分者の住所、氏名及び処分内容 

 (1) 被処分者の住所、氏名 

ア 住所：東京都千代田区神田紺屋町４６ 風月堂ビル 

    氏名：株式会社エール薬品（代表取締役 奥定一明）   

  イ 住所：東京都千代田区鍛冶町２－９－７ 

    氏名：大興薬品株式会社（代表取締役 浦部久雄）  

 

 (2) 処分内容 

  ア 株式会社エール薬品 

平成２９年４月１３日から同月２４日までの１２日間、以下の営業所における

医薬品の販売（授与を含む。）業務の停止 

    所在地：東京都千代田区神田紺屋町４６ 風月堂ビル 

    名 称：株式会社エール薬品 

    許可番号：第５３０１１２１０３２号 

  イ 大興薬品株式会社 

平成２９年４月１３日から同月２０日までの８日間、以下の営業所における医

薬品の販売（授与を含む。）業務の停止 

    所在地：東京都千代田区鍛冶町２－９－７ 大貫ビル 

    名 称：大興薬品株式会社 

    許可番号：第０３０１０７００３５号 

  

 

 

 

 

 

問合せ先 

福祉保健局健康安全部薬務課 

電  話：03-5320-4519 

 （裏面に続く） 
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２ 違反事実及び違反条項 

(1) 株式会社エール薬品 

 ア 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 

第１５８条の４に規定する譲渡人に関する記録を正確に記録せず架空の会社名を

記載した。 

  このことは、法第３６条の２第１項に違反する。 

イ 「ハーボニー配合錠」の偽造品を販売し、授与し、又は販売目的で貯蔵した。 

   このことは、法第５５条第２項に違反する。 

 ウ 上記ア及びイについて、卸売販売業者として営業所での医薬品の管理を適正に

行っていなかった。 

   このことは、法第３５条第１項に違反する。 

 

(2) 大興薬品株式会社 

 ア 卸売販売業者の販売先として認められていない者に対して、偽造品を不正に授

与した。 

  このことは、法第３４条第３項に違反する。 

イ 「ハーボニー配合錠」の偽造品を授与し、又は販売目的で貯蔵した。 

   このことは、法第５５条第２項に違反する。 

 

３ その他 

本件にかかる健康被害の報告はない。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【参 考】 

 

■医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（抜粋） 

 

（卸売販売業の許可） 

 第三十四条  卸売販売業の許可は、営業所ごとに、その営業所の所在地の都道府県知事が与える。 

 ２ 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。 

  一 その営業所の構造設備が、厚生労働省令で定める基準に適合しないとき。 

  二 申請者が、第五条第三号イからヘまでのいずれかに該当するとき。 

 ３ 卸売販売業の許可を受けた者（以下「卸売販売業者」という。）は、当該許可に係る営業所に  

   ついては、業として、医薬品を、薬局開設者等以外の者に対し、販売し、又は授与してはなら 

   ない。 

 

（営業所の管理）  

第三十五条  卸売販売業者は、営業所ごとに、薬剤師を置き、その営業所を管理させなければな

らない。ただし、卸売販売業者が薬剤師の場合であつて、自らその営業所を管理するときは、こ

の限りでない。  

２ 卸売販売業者が、薬剤師による管理を必要としない医薬品として厚生労働省令で定めるものの

みを販売又は授与する場合には、前項の規定にかかわらず、その営業所を管理する者（以下「医

薬品営業所管理者」という。）は、薬剤師又は薬剤師以外の者であつて当該医薬品の品目に応じ

て厚生労働省令で定めるものでなければならない。  

３ 医薬品営業所管理者は、その営業所以外の場所で業として営業所の管理その他薬事に関する実

務に従事する者であつてはならない。ただし、その営業所の所在地の都道府県知事の許可を受け

たときは、この限りでない。 

 

（卸売販売業者の遵守事項）  

第三十六条の二  厚生労働大臣は、厚生労働省令で、営業所における医薬品の試験検査の実施方

法その他営業所の業務に関し卸売販売業者が遵守すべき事項を定めることができる。 

２ 卸売販売業者は、第三十五条第一項又は第二項の規定により医薬品営業所管理者を置いたとき

は、前条第二項の規定による医薬品営業所管理者の意見を尊重しなければならない。 

 

 （販売、授与等の禁止） 

第五十五条  第五十条から前条までの規定に触れる医薬品は、販売し、授与し、又は販売若しく

は授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列してはならない。ただし、厚生労働省令で別段の定めをし

たときは、この限りでない。  

２ 模造に係る医薬品、第十三条の三第一項の認定若しくは第二十三条の二の四第一項の登録を受

けていない製造所（外国にある製造所に限る。）において製造された医薬品、第十三条第一項若

しくは第六項若しくは第二十三条の二の三第一項の規定に違反して製造された医薬品又は第十

四条第一項若しくは第九項（第十九条の二第五項において準用する場合を含む。）、第十九の二 

（裏面に続く） 



第四項、第二十三条の二の五第一項若しくは第十一項（第二十三条の二の十七第五項において準

用する場合を含む。）、第二十三条の二の十七第四項若しくは第二十三条の二の二十三第一項若

しくは第六項の規定に違反して製造販売をされた医薬品についても、前項と同様とする。 

 

（許可の取消し等）  
第七十五条   厚生労働大臣は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器若しくは再生医療等製品

の製造販売業者、医薬品（体外診断用医薬品を除く。）、医薬部外品、化粧品若しくは再生医療等

製品の製造業者又は医療機器の修理業者について、都道府県知事は、薬局開設者、医薬品の販売

業者、第三十九条第一項若しくは第三十九条の三第一項の医療機器の販売業者若しくは貸与業者

又は再生医療等製品の販売業者について、この法律その他薬事に関する法令で政令で定めるもの

若しくはこれに基づく処分に違反する行為があつたとき、又はこれらの者（これらの者が法人で

あるときは、その業務を行う役員を含む。）が第五条第三号、第十二条の二第三号、第十三条第

四項第二号（同条第七項において準用する場合を含む。）、第二十三条の二の二第三号、第二十三

条の二十一第三号、第二十三条の二十二第四項第二号（同条第七項において準用する場合を含

む。）、第二十六条第四項第三号、第三十条第二項第二号、第三十四条第二項第二号、第三十九条

第三項第二号、第四十条の二第四項第二号（同条第六項において準用する場合を含む。）若しく

は第四十条の五第三項第二号の規定に該当するに至つたときは、その許可を取り消し、又は期間

を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 
 ２ （略） 
 ３ （略） 
 

 

 

■医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則（抜粋） 

 

（医薬品の譲受け及び譲渡に関する記録）  

第百五十八条の四  卸売販売業者は、医薬品を譲り受けたとき及び販売し、又は授与したときは、

次に掲げる事項を書面に記載しなければならない。  

一  品名  

二  数量  

三  譲受け又は販売若しくは授与の年月日  

四  譲渡人又は譲受人の氏名  

２  卸売販売業者は、前項の書面を、記載の日から三年間、保存しなければならない。  

 

 

 

 

 

 

 

 


